
(57)【要約】

　【課題】

　経済的で、十分な荷重を支持でき、かつ、十分な接合

強度を得られるような軸組構造を提供する。

　【解決手段】

　柱と、柱と直交して支持される第１梁と、柱及び第１

梁と直交して、柱を両側から挟み、第１梁上で支持され

る２つの第２梁とを備え、柱は、側面同士を組み合わせ

た第１柱部材と第２柱部材とを備え、第１柱部材の、第

２柱部材側側面に第１横方向切欠部が設けられ、第２柱

部材の、第１柱部材側側面の、第１横方向切欠部と対向

する位置に第２横方向切欠部が設けられ、第１柱部材と

第２柱部材とを組み合わせると、第１横方向切欠部と第

２横方向切欠部とから貫通孔が形成され、第１梁は貫通

孔に通されて柱に支持され、各第２梁の柱側側面に縦方

向切欠部が設けられ、各縦方向切欠部は柱と嵌合してい

るものとする。

【選択図】図１

JP 2005-307516 A 2005.11.4



【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 柱 と 、
　 柱 と 直 交 し 、 か つ 、 柱 に 支 持 さ れ る 第 １ 梁 と 、
　 柱 及 び 第 １ 梁 と 直 交 し 、 か つ 、 柱 を 両 側 か ら 挟 み 込 み 、 か つ 、 第 １ 梁 の 上 に 載 せ ら れ て
、 第 １ 梁 に 支 持 さ れ る ２ つ の 第 ２ 梁 と を 備 え 、
　 柱 は 、 側 面 同 士 を 組 み 合 わ せ た 第 １ 柱 部 材 と 第 ２ 柱 部 材 と を 備 え 、
　 第 １ 柱 部 材 の 、 第 ２ 柱 部 材 側 の 側 面 の 所 定 位 置 に は 、 当 該 側 面 の 横 方 向 の 一 端 か ら 他 端
ま で 至 る 、 第 １ 横 方 向 切 欠 部 が 設 け ら れ 、
　 第 ２ 柱 部 材 の 、 第 １ 柱 部 材 側 の 側 面 の 、 第 １ 横 方 向 切 欠 部 と 対 向 す る 位 置 に は 、 当 該 側
面 の 横 方 向 の 一 端 か ら 他 端 ま で 至 る 、 第 ２ 横 方 向 切 欠 部 が 設 け ら れ 、
　 第 １ 柱 部 材 と 第 ２ 柱 部 材 と を 組 み 合 わ せ る と 、 第 １ 横 方 向 切 欠 部 と 第 ２ 横 方 向 切 欠 部 と
か ら 、 柱 を 横 方 向 に 貫 通 す る 貫 通 孔 が 形 成 さ れ 、
　 第 １ 梁 は 、 貫 通 孔 に 通 さ れ て 、 柱 に 支 持 さ れ 、
　 各 第 ２ 梁 の 柱 側 の 側 面 に は 、 そ れ ぞ れ 、 当 該 側 面 の 上 端 か ら 下 端 ま で 至 る 、 縦 方 向 切 欠
部 が 設 け ら れ 、
　 各 縦 方 向 切 欠 部 は 、 そ れ ぞ れ 、 柱 と 嵌 合 し て い る こ と を 特 徴 と す る 軸 組 構 造 。
【 請 求 項 ２ 】
　 ２ つ の 第 ２ 梁 に 平 行 な 第 ３ 梁 を 備 え 、
　 第 １ 柱 部 材 の 、 第 １ 横 方 向 切 欠 部 と は 反 対 側 の 側 面 で あ っ て 、 ２ つ の 第 ２ 梁 の 間 に 相 当
す る 位 置 に は 嵌 合 穴 が 設 け ら れ 、
　 第 ３ 梁 は 、 そ の 先 端 付 近 が 、 前 記 嵌 合 穴 に 差 し 込 ま れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
記 載 の 軸 組 構 造 。
                                                                                
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 木 造 軸 組 部 材 に よ る 軸 組 構 造 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 、 木 造 建 築 の 建 物 で は 、 柱 、 梁 な ど の 木 造 軸 組 部 材 が 利 用 さ れ て お り 、 こ れ ら が 相
互 に 接 合 し て 建 物 の 軸 組 を 構 成 す る 。 柱 、 梁 な ど の 木 造 軸 組 部 材 を 接 合 す る 構 造 と し て は
、 種 々 の も の が 提 供 さ れ て い る 。 た と え ば 、 梁 の 先 端 を 切 り 欠 い て 、 ほ ぞ と 呼 ば れ る 凸 部
を 形 成 す る と と も に 、 柱 の 側 面 の 所 定 位 置 に ほ ぞ 穴 と 呼 ば れ る 凹 部 を 設 け 、 両 者 を 嵌 合 さ
せ る こ と に よ り 、 柱 と 梁 と を 接 合 す る 構 造 が あ る 。 柱 と 梁 と を 、 ボ ル ト 等 の 金 具 や 、 継 ぎ
手 の よ う な 金 属 製 治 具 に よ っ て 相 互 に 接 合 さ せ る よ う な 構 造 も あ る 。 以 下 の 特 許 文 献 １ に
は 、 ２ 本 一 組 の 柱 の 間 に 梁 を 挟 み 込 み 、 両 者 を ボ ル ト 等 に よ り 接 合 す る よ う な 構 造 が 開 示
さ れ て い る 。 ま た 、 以 下 の 特 許 文 献 ２ に は 、 当 接 し た 柱 と 梁 と の 接 続 部 分 を 金 属 製 の 継 ぎ
手 に よ り 接 合 す る よ う な 構 造 が 開 示 さ れ て い る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 １ １ － １ ０ ０ ８ ９ ９ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 平 １ ０ － ２ ９ ２ ４ ９ ２ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 と こ ろ で 、 梁 と 柱 と は 一 方 向 だ け で な く 、 二 方 向 、 三 方 向 あ る い は 四 方 向 で 接 合 す る 場
合 も あ る 。 こ の よ う な 複 数 方 向 で の 接 合 で は 、 上 述 の よ う な 、 ほ ぞ と ほ ぞ 穴 と に よ る 接 合
構 造 に お い て は 、 梁 に 形 成 さ れ た ほ ぞ と 接 合 す る そ れ ぞ れ の 柱 の 側 面 に 、 ほ ぞ 穴 を 形 成 す
る 必 要 が あ る 。 た と え ば 、 二 方 向 に お い て 梁 と 柱 と を 接 合 さ せ る 場 合 、 柱 の 一 方 の 側 面 に
ほ ぞ 穴 を 形 成 し 、 ま た 反 対 側 の 側 面 に も ほ ぞ 穴 を 形 成 す る 。 す る と 、 こ の 柱 の 側 面 は 両 側
に お い て 内 方 に 向 け て え ぐ ら れ て 、 前 記 ほ ぞ 穴 が 形 成 さ れ て い る こ と か ら 、 こ の ほ ぞ 穴 が
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形 成 さ れ て い る 部 分 の 径 は 他 の 部 分 の 径 よ り も 小 さ く な り 、 あ る 程 度 の 断 面 欠 損 が 生 じ る
こ と と な る 。 そ し て 、 三 方 向 や 四 方 向 で の 接 合 で は 、 二 方 向 の 接 合 と 比 較 し て さ ら に 大 き
な 断 面 欠 損 が 生 じ る こ と と な る 。 そ の た め 、 径 が 細 い 柱 で は 荷 重 を 支 え る こ と が で き な い
お そ れ が あ り 、 か な り 径 の 大 き い 柱 を 使 用 し な け れ ば な ら ず 、 経 済 的 で な い と い う 問 題 が
生 じ て い た 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 ま た 、 上 述 の 如 く 、 ほ ぞ は 梁 の 先 端 を 切 り 欠 い て 形 成 す る た め 、 ほ ぞ 以 外 の 部 分 と 比 較
し た 場 合 に 、 そ の 径 が 小 さ く な っ て い る 。 よ っ て 、 こ の 部 分 に お い て 十 分 な 接 合 強 度 を 得
る た め に は 、 や は り 径 が 大 き い 梁 を 使 用 し な け れ ば な ら ず 、 経 済 的 で な い と い う 問 題 が 生
じ て い た 。 大 空 間 を 有 す る よ う な 住 宅 を 実 現 す る 場 合 に は 、 柱 と 柱 と の 間 に 従 来 の も の よ
り も 長 い 梁 を 張 る 必 要 が あ る た め 、 そ の 荷 重 に 耐 え ら れ る よ う な 接 合 強 度 を 得 な け れ ば な
ら ず 、 特 に こ の 点 が 問 題 と な っ て い た 。
　 ま た 、 上 述 の よ う に 径 が 大 き い 梁 を 使 用 し な け れ ば な ら な い と す る と 、 建 物 の 高 さ 方 向
に 高 く な り 、 天 井 と 上 階 の 床 と の 間 に 無 駄 な 空 間 が 生 じ る こ と と な り 経 済 的 で な い と い う
問 題 も 生 じ て い た 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 ま た 、 特 許 文 献 ２ に 示 す よ う な 継 ぎ 手 等 の 金 属 製 治 具 を 用 い て 接 合 を 行 う 場 合 に は 、 い
わ ゆ る 金 具 工 法 と 考 え ら れ て お り 、 該 金 具 工 法 は 、 建 築 法 上 、 特 殊 工 法 に 該 当 す る こ と と
な る 。 こ こ で 、 特 殊 工 法 に 該 当 す る 場 合 は 、 金 属 製 治 具 等 を 用 い ず に 木 造 部 材 の 組 み 上 げ
等 に よ り 接 合 す る 一 般 工 法 と 比 較 し て 、 使 用 し な け れ ば な ら な い 部 品 の 種 類 や 数 な ど に 多
く の 制 限 が 課 せ ら れ て い る 。 し た が っ て 、 よ り 自 由 度 の 高 い 構 造 建 築 や 設 計 を 妨 げ る と い
う 問 題 が 生 じ て い た 。
　 さ ら に 、 金 属 製 治 具 を 用 い る 場 合 は 、 こ の 金 属 製 治 具 の 設 計 、 金 型 の 作 成 等 に か な り の
費 用 が か か る こ と と な る 。 ま た 、 木 造 部 材 を 用 い る 場 合 と 比 較 し て 、 使 用 す る 部 品 点 数 も
多 く な る 。 し た が っ て 、 木 造 部 材 を 用 い る 場 合 よ り も 、 コ ス ト パ フ ォ ー マ ン ス に 劣 り 経 済
的 で な い と い う 問 題 も 生 じ て い た 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 し た が っ て 、 上 記 の よ う な 事 情 に よ り 、 大 空 間 を 有 す る 住 宅 を 実 現 す る べ く 、 経 済 的 で
あ る と と も に 、 十 分 な 荷 重 を 支 持 す る こ と が で き 、 か つ 、 十 分 な 接 合 強 度 を 得 る こ と が で
き る よ う な 軸 組 構 造 の 提 供 が 望 ま れ て い た 。
　 そ こ で 、 本 発 明 は 、 上 記 事 情 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ り 、 経 済 的 で あ っ て 、 さ ら に 、
十 分 な 荷 重 を 支 持 す る こ と が で き 、 か つ 、 十 分 な 接 合 強 度 を 得 る こ と が で き る よ う な 軸 組
構 造 を 提 供 す る こ と を 第 １ の 課 題 と す る 。
　 さ ら に 、 本 発 明 は 、 上 記 第 １ の 課 題 に 加 え 、 複 数 の 横 架 材 を 継 い で 大 空 間 に 梁 を 張 る 場
合 に お い て も 、 十 分 な 接 合 強 度 を 得 る こ と が で き る よ う な 軸 組 構 造 を 提 供 す る こ と を 第 ２
の 課 題 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 （ 第 １ の 発 明 ）
　 本 発 明 の う ち 第 １ の 発 明 は 、 軸 組 構 造 で あ っ て 、 こ の 軸 組 構 造 は 、 柱 10と 、 柱 10と 直 交
し 、 か つ 、 柱 10に 支 持 さ れ る 第 １ 梁 20と 、 柱 10及 び 第 １ 梁 20と 直 交 し 、 か つ 、 柱 10を 両 側
か ら 挟 み 込 み 、 か つ 、 第 １ 梁 20の 上 に 載 せ ら れ て 、 第 １ 梁 20に 支 持 さ れ る ２ つ の 第 ２ 梁 30
と を 備 え 、 柱 10は 、 側 面 同 士 を 組 み 合 わ せ た 第 １ 柱 部 材 11と 第 ２ 柱 部 材 12と を 備 え 、 第 １
柱 部 材 11の 、 第 ２ 柱 部 材 12側 の 側 面 の 所 定 位 置 に は 、 当 該 側 面 の 横 方 向 の 一 端 か ら 他 端 ま
で 至 る 、 第 １ 横 方 向 切 欠 部 13が 設 け ら れ 、 第 ２ 柱 部 材 12の 、 第 １ 柱 部 材 11側 の 側 面 の 、 第
１ 横 方 向 切 欠 部 13と 対 向 す る 位 置 に は 、 当 該 側 面 の 横 方 向 の 一 端 か ら 他 端 ま で 至 る 、 第 ２
横 方 向 切 欠 部 14が 設 け ら れ 、 第 １ 柱 部 材 11と 第 ２ 柱 部 材 12と を 組 み 合 わ せ る と 、 第 １ 横 方
向 切 欠 部 13と 第 ２ 横 方 向 切 欠 部 14と か ら 、 柱 10を 横 方 向 に 貫 通 す る 貫 通 孔 15が 形 成 さ れ 、
第 １ 梁 20は 、 貫 通 孔 15に 通 さ れ て 、 柱 10に 支 持 さ れ 、 各 第 ２ 梁 30の 柱 10側 の 側 面 に は 、 そ
れ ぞ れ 、 当 該 側 面 の 上 端 か ら 下 端 ま で 至 る 、 縦 方 向 切 欠 部 33が 設 け ら れ 、 各 縦 方 向 切 欠 部
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33は 、 そ れ ぞ れ 、 柱 10と 嵌 合 し て い る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 「 柱 10」 と は 、 土 台 の 上 に 直 立 し 、 梁 等 の 横 架 材 を 支 持 す る 縦 材 を い う 。
　 こ こ で 、 柱 10は 側 面 同 士 を 組 み 合 わ せ た 第 １ 柱 部 材 11と 第 ２ 柱 部 材 12と を 備 え て い る 。
す な わ ち 、 柱 10は 、 第 １ 柱 部 材 11と 第 ２ 柱 部 材 12と を 有 し て お り 、 こ れ ら の 部 材 を そ の 側
面 で 当 接 さ せ る こ と に よ っ て 、 １ 本 の 柱 10を 形 成 す る こ と と し て い る 。
　 ま た 、 第 １ 柱 部 材 11の 、 第 ２ 柱 部 材 12側 の 側 面 の 所 定 位 置 に は 、 当 該 側 面 の 横 方 向 の 一
端 か ら 他 端 ま で 至 る 、 第 １ 横 方 向 切 欠 部 13が 設 け ら れ て い る 。 す な わ ち 、 第 １ 柱 部 材 11と
第 ２ 柱 部 材 12と が 組 み 合 わ さ れ た 際 、 第 ２ 柱 部 材 12と 当 接 す る 第 １ 柱 部 材 11の 側 面 に 、 第
１ 横 方 向 切 欠 部 13が 設 け ら れ る こ と と な る 。 当 該 第 １ 方 向 切 欠 部 は 、 前 記 第 １ 柱 部 材 11の
側 面 を 、 そ の 右 端 か ら 左 端 ま で 切 削 し て 形 成 さ れ た 凹 部 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 一 方 、 第 ２ 柱 部 材 12の 、 第 １ 柱 部 材 11側 の 側 面 の 、 第 １ 横 方 向 切 欠 部 13と 対 向 す る 位 置
に は 、 当 該 側 面 の 横 方 向 の 一 端 か ら 他 端 ま で 至 る 、 第 ２ 横 方 向 切 欠 部 14が 設 け ら れ て い る
。 す な わ ち 、 第 １ 柱 部 材 11と 第 ２ 柱 部 材 12と が 組 み 合 わ さ れ た 際 、 第 １ 柱 部 材 11と 当 接 す
る 第 ２ 柱 部 材 12の 側 面 で あ っ て 、 前 記 第 １ 横 方 向 切 欠 部 13と 対 向 す る 位 置 に 、 第 ２ 横 方 向
切 欠 部 14が 設 け ら れ る こ と と な る 。 当 該 第 ２ 方 向 切 欠 部 は 、 上 述 し た 第 １ 方 向 切 欠 部 と 同
様 に 、 前 記 第 ２ 柱 部 材 12の 側 面 を 、 そ の 右 端 か ら 左 端 ま で 切 削 し て 形 成 さ れ た 凹 部 で あ る
。
　 ま た 、 第 １ 柱 部 材 11と 第 ２ 柱 部 材 12と を 組 み 合 わ せ る と 、 第 １ 横 方 向 切 欠 部 13と 第 ２ 横
方 向 切 欠 部 14と か ら 、 柱 10を 横 方 向 に 貫 通 す る 貫 通 孔 15が 形 成 さ れ る 。 す な わ ち 、 第 １ 柱
部 材 11と 第 ２ 柱 部 材 12と が 組 み 合 わ さ れ た 際 、 前 記 第 １ 横 方 向 切 欠 部 13と 前 記 第 ２ 横 方 向
切 欠 部 14と に よ っ て 、 柱 10の 一 方 の 側 面 か ら 他 方 の 側 面 ま で を 水 平 に 貫 通 す る 貫 通 孔 15が
形 成 さ れ る こ と と な る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 「 梁 」 と は 、 柱 10に 支 持 さ れ る 横 架 材 で あ っ て 、 上 階 の 床 等 の 荷 重 を 支 持 す る も の を い
う 。 こ こ で 、 本 発 明 で は 、 梁 に は 第 １ 梁 20及 び 第 ２ 梁 30が あ り 、 第 １ 梁 20は 、 柱 10と 直 交
し 、 か つ 、 柱 10に 支 持 さ れ る 。 す な わ ち 、 第 １ 梁 20は 、 前 記 貫 通 孔 15を 通 さ れ る こ と に よ
り 、 柱 10と 直 交 す る こ と と な り 、 か つ 、 柱 10に 支 持 さ れ る こ と と な る 。 ま た 、 第 １ 梁 20を
前 記 貫 通 孔 15に 通 す こ と が で き る よ う に す る た め 、 貫 通 孔 15の 断 面 形 状 と 第 １ 梁 20の 断 面
形 状 と は ほ ぼ 同 一 と な っ て お り 、 さ ら に 、 貫 通 孔 15の 内 径 は 、 第 １ 梁 20の 外 径 と ほ ぼ 等 し
く な っ て い る 。 す な わ ち 、 貫 通 孔 15の 高 さ 及 び 第 １ 梁 20の 高 さ が ほ ぼ 等 し く 、 貫 通 孔 15の
幅 及 び 第 １ 梁 20の 幅 も ほ ぼ 等 し い も の と な っ て い る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 ま た 、 ２ つ の 第 ２ 梁 30は 、 柱 10及 び 第 １ 梁 20と 直 交 し 、 か つ 、 柱 10を 両 側 か ら 挟 み 込 み
、 か つ 、 第 １ 梁 20の 上 に 載 せ ら れ て 、 第 １ 梁 20に 支 持 さ れ て い る 。
　 ま た 、 各 第 ２ 梁 30の 柱 10側 の 側 面 に は 、 そ れ ぞ れ 、 当 該 側 面 の 上 端 か ら 下 端 ま で 至 る 、
縦 方 向 切 欠 部 33が 設 け ら れ て い る 。 ま た 、 各 縦 方 向 切 欠 部 33は 、 そ れ ぞ れ 、 柱 10と 嵌 合 し
て い る 。 す な わ ち 、 各 第 ２ 梁 30を 第 １ 梁 20上 に 載 置 し た 際 、 各 第 ２ 梁 30の 柱 10側 の 側 面 に
そ れ ぞ れ 、 縦 方 向 切 欠 部 33が 設 け ら れ る 。 当 該 縦 方 向 切 欠 部 33は 、 前 記 第 ２ 梁 30の 側 面 を
、 そ の 上 端 か ら 下 端 ま で 切 削 し て 形 成 さ れ た 凹 部 で あ り 、 柱 10と 嵌 合 す る も の と な っ て い
る 。 し た が っ て 、 当 該 縦 方 向 切 欠 部 33が 柱 10と 嵌 合 す る こ と が で き る た め に 、 縦 方 向 切 欠
部 33の 幅 が 柱 10の 各 第 ２ 梁 30側 の 側 面 の 幅 と ほ ぼ 等 し く な っ て い る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 （ 第 ２ の 発 明 ）
　 本 発 明 の う ち 第 ２ の 発 明 は 、 上 記 第 １ の 発 明 の 特 徴 に 加 え 、 ２ つ の 第 ２ 梁 30に 平 行 な 第
３ 梁 50を 備 え 、 第 １ 柱 部 材 11の 、 第 １ 横 方 向 切 欠 部 13と は 反 対 側 の 側 面 で あ っ て 、 ２ つ の
第 ２ 梁 30の 間 に 相 当 す る 位 置 に は 嵌 合 穴 36が 設 け ら れ 、 第 ３ 梁 50は 、 そ の 先 端 付 近 が 、 前
記 嵌 合 穴 36に 差 し 込 ま れ て い る こ と を 特 徴 と す る 。
　 嵌 合 穴 36は 、 第 １ 柱 部 材 11の 、 第 １ 横 方 向 切 欠 部 13と は 反 対 側 の 側 面 で あ っ て 、 ２ つ の
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第 ２ 梁 30の 間 に 相 当 す る 位 置 を し ゃ く っ て 形 成 さ れ た 凹 部 で あ る 。 ま た 、 嵌 合 穴 36に 、 第
３ 梁 50の 先 端 付 近 を 差 し 込 む こ と が で き る よ う に す る た め 、 嵌 合 穴 36の 断 面 形 状 と 第 ３ 梁
50の 断 面 形 状 は ほ ぼ 同 一 と な っ て お り 、 さ ら に 、 嵌 合 穴 36の 内 径 は 、 第 ３ 梁 50の 外 径 と ほ
ぼ 等 し く な っ て い る 。 す な わ ち 、 嵌 合 穴 36の 高 さ 及 び 第 ３ 梁 50の 高 さ が ほ ぼ 等 し く 、 嵌 合
穴 36の 幅 及 び 第 ３ 梁 50の 幅 も ほ ぼ 等 し い も の と な っ て い る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ま た 、 嵌 合 穴 36は 、 第 １ 柱 部 材 11に 設 け ら れ て い る が 、 第 ２ 柱 部 材 12に 設 け る こ と も で
き る 。 す な わ ち 、 第 ２ 柱 部 材 12の 、 第 ２ 横 方 向 切 欠 部 14と は 反 対 側 の 側 面 で あ っ て 、 ２ つ
の 第 ２ 梁 30の 間 に 相 当 す る 位 置 に 嵌 合 穴 36を 設 け る こ と が で き る 。 そ し て 、 こ の 嵌 合 穴 36
に 第 ３ 梁 50の 先 端 を 差 し 込 む こ と と し て も よ い 。
　 ま た 、 第 ３ 梁 50は １ つ で な く 、 ２ つ で あ っ て も よ い 。 こ の 場 合 、 嵌 合 穴 36は 第 １ 柱 部 材
11及 び 第 ２ 柱 部 材 12の 両 方 に そ れ ぞ れ 設 け て 、 ２ つ の 第 ３ 梁 50の 先 端 を そ れ ぞ れ こ の 嵌 合
穴 36に 差 し 込 む こ と と し て も よ い 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 本 発 明 は 、 以 下 に 記 載 さ れ る よ う な 効 果 を 奏 す る 。
　 す な わ ち 、 本 発 明 の う ち 第 １ の 発 明 は 、 経 済 的 で あ っ て 、 さ ら に 、 十 分 な 荷 重 を 支 持 す
る こ と が で き 、 か つ 、 十 分 な 接 合 強 度 を 得 る こ と が で き る よ う な 軸 組 構 造 を 提 供 す る こ と
が で き る 。
　 ま た 、 本 発 明 の う ち 第 ２ の 発 明 は 、 上 記 し た 第 １ の 発 明 の 効 果 に 加 え 、 複 数 の 横 架 材 を
継 い で 大 空 間 に 梁 を 張 る 場 合 に お い て も 、 十 分 な 接 合 強 度 を 得 る こ と が で き る よ う な 軸 組
構 造 を 提 供 す る こ と が で き る 。
　 つ ま り 、 第 １ 梁 は 、 第 １ 柱 部 材 と 第 ２ 柱 部 材 と を 組 み 合 わ せ て 形 成 さ れ る 貫 通 孔 を 通 し
て 、 柱 と 接 合 さ れ る 。 そ の た め 、 ほ ぞ と ほ ぞ 穴 と に よ る 接 合 の よ う に 梁 の 先 端 部 分 を 細 く
削 る 必 要 が な く 、 さ ら に 、 柱 の 側 面 を 切 り 欠 く 必 要 も な い 。 よ っ て 、 必 要 以 上 に 柱 や 梁 の
径 を 大 き く 設 計 す る こ と な く 、 経 済 的 な 軸 組 構 造 と す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 さ ら に 、 柱 は 、 同 じ 太 さ の 柱 を 形 成 す る 場 合 、 １ 本 の 太 い 角 材 に よ り 形 成 す る と 値 段 が
高 く な る が 、 ２ 本 の 角 材 を 組 み 合 わ せ て １ 本 の 柱 を 形 成 す る と 、 １ 本 の 太 い 角 材 に よ り 形
成 す る 場 合 よ り も 安 く な る 。 本 発 明 で は 、 柱 は 第 １ 柱 部 材 と 第 ２ 柱 部 材 に よ っ て 形 成 し て
い る た め 、 経 済 的 な も の と す る こ と が で き る 。
　 ま た 、 ２ つ の 角 材 を 組 み 合 わ せ て １ 本 の 柱 を 形 成 す る 場 合 は 、 こ れ ら が 離 れ や す い と い
う お そ れ が あ る が 、 本 発 明 で は 、 第 １ 柱 部 材 の 側 面 と 第 ２ 柱 部 材 の 側 面 と が 組 み 合 わ さ れ
て 、 こ の 部 分 が 第 ２ 梁 の 縦 方 向 切 欠 部 と 嵌 合 し て い る た め 、 両 柱 部 材 は 離 れ な い も の と す
る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 さ ら に 、 上 述 の 如 く 、 梁 は 必 要 以 上 に 太 く す る 必 要 が な い こ と か ら 、 建 物 の 高 さ 方 向 に
無 駄 な 空 間 が 生 じ る の を 防 止 す る こ と が で き る 。
　 さ ら に 、 こ の 軸 組 構 造 に お い て は 、 継 ぎ 手 等 の 金 属 製 治 具 を 使 用 し て い な い た め 、 建 築
法 上 、 一 般 工 法 と し て 扱 わ れ 、 部 品 の 種 類 や 数 が あ ま り 厳 し く 制 限 さ れ な い も の と な る 。
し た が っ て 、 継 ぎ 手 等 の 金 属 製 治 具 を 使 用 す る 場 合 と 比 較 し て 、 経 済 的 な も の と す る こ と
が で き 、 か つ 自 由 度 の 高 い 設 計 や 構 造 建 築 を 実 現 す る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 以 下 、 本 発 明 の １ の 実 施 の 形 態 を 図 面 を 参 照 し つ つ 説 明 す る 。
　 図 １ は 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に 係 る 柱 10と 梁 と の 軸 組 構 造 を 示 し た 斜 視 図 で あ る 。 図 ２
は 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に 係 る 柱 10と 梁 と を 組 ん だ 状 態 に お け る 軸 組 構 造 の 上 面 図 で あ る
。 図 ３ は 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に 係 る 柱 10と 梁 と を 組 ん だ 状 態 に お け る 軸 組 構 造 の 側 面 図
で あ る 。 図 ４ は 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に 係 る 柱 10と 梁 と を 分 解 し た 状 態 に お け る 軸 組 構 造
を 示 し た 図 で あ る 。 図 ５ は 、 柱 10と 第 １ 梁 20と を 組 み 上 げ た 状 態 を 示 し た 斜 視 図 で あ る 。
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　 （ 軸 組 構 造 の 概 要 ）
　 本 発 明 に 係 る 軸 組 構 造 は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 直 立 す る 柱 10を 備 え る 。 さ ら に 、 前 記 軸
組 構 造 は 、 こ の 柱 10と 直 交 し 、 か つ 、 こ の 柱 10に 支 持 さ れ る 第 １ 梁 20を 備 え る 。 さ ら に 、
前 記 軸 組 構 造 は 、 こ の 柱 10及 び 第 １ 梁 20と 直 交 し 、 か つ 、 柱 10を 両 側 か ら 挟 み 込 み 、 か つ
、 第 １ 梁 20の 上 に 載 せ ら れ て 、 第 １ 梁 20に 支 持 さ れ る ２ つ の 第 ２ 梁 30を 備 え る 。 さ ら に 、
前 記 軸 組 構 造 は 、 前 記 ２ つ の 第 ２ 梁 30に 平 行 な 第 ３ 梁 50を 備 え る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 （ 柱 10）
　 本 発 明 に 係 る 柱 10は 、 図 １ や 図 ４ に 示 す よ う に 、 側 面 同 士 を 組 み 合 わ せ た 第 １ 柱 部 材 11
と 第 ２ 柱 部 材 12と を 備 え て い る 。 こ の 第 １ 柱 部 材 11及 び 第 ２ 柱 部 材 12は 同 一 の 角 材 で あ る
。
　 ま た 、 第 １ 柱 部 材 11の 、 第 ２ 柱 部 材 12側 の 側 面 の 所 定 位 置 に は 、 当 該 側 面 の 横 方 向 の 一
端 か ら 他 端 ま で 至 る 、 第 １ 横 方 向 切 欠 部 13が 設 け ら れ て い る 。 す な わ ち 、 第 １ 柱 部 材 11の
、 第 ２ 柱 部 材 12側 の 側 面 の 上 部 に 、 当 該 側 面 の 右 端 か ら 左 端 ま で 至 る 、 第 １ 横 方 向 切 欠 部
13が 設 け ら れ る こ と と な る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 前 記 第 １ 横 方 向 切 欠 部 13は 、 第 １ 柱 部 材 11の 側 面 を 、 そ の 右 端 か ら 左 端 ま で 切 削 し て 形
成 さ れ た 凹 部 で あ る 。 換 言 す れ ば 、 第 １ 横 方 向 切 欠 部 13は 、 第 ２ 柱 部 材 12と 当 接 す る 第 １
柱 部 材 11の 側 面 に お い て 凹 と な る 溝 で あ る （ 図 ４ 参 照 ） 。
　 ま た 、 第 ２ 柱 部 材 12の 、 第 １ 柱 部 材 11側 の 側 面 の 、 第 １ 横 方 向 切 欠 部 13と 対 向 す る 位 置
に は 、 当 該 側 面 の 横 方 向 の 一 端 か ら 他 端 ま で 至 る 、 第 ２ 横 方 向 切 欠 部 14が 設 け ら れ て い る
。 す な わ ち 、 第 ２ 柱 部 材 12の 、 第 １ 柱 部 材 11側 の 側 面 の 、 第 １ 横 方 向 切 欠 部 13と 対 向 す る
位 置 に 、 当 該 側 面 の 右 端 か ら 左 端 ま で 至 る 、 第 ２ 横 方 向 切 欠 部 14が 設 け ら れ る こ と と な る
。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 前 記 第 ２ 横 方 向 切 欠 部 14は 、 第 ２ 柱 部 材 12の 側 面 を 、 そ の 右 端 か ら 左 端 ま で 切 削 し て 形
成 さ れ た 凹 部 で あ る 。 換 言 す れ ば 、 第 ２ 横 方 向 切 欠 部 14は 、 第 １ 柱 部 材 11と 当 接 す る 第 ２
柱 部 材 12の 側 面 に お い て 凹 と な る 溝 で あ る （ 図 ４ 参 照 ） 。
　 そ し て 、 第 １ 柱 部 材 11と 第 ２ 柱 部 材 12と を 組 み 合 わ せ る と 、 第 １ 横 方 向 切 欠 部 13と 第 ２
横 方 向 切 欠 部 14と か ら 、 柱 10を 横 方 向 に 貫 通 す る 貫 通 孔 15が 形 成 さ れ る 。 す な わ ち 、 第 １
柱 部 材 11と 第 ２ 柱 部 材 12と が 組 み 合 わ さ れ た 際 、 前 記 第 １ 横 方 向 切 欠 部 13と 前 記 第 ２ 横 方
向 切 欠 部 14と に よ っ て 、 柱 10の 一 方 の 側 面 か ら 他 方 の 側 面 ま で を 水 平 に 貫 通 す る 貫 通 孔 15
が 形 成 さ れ る こ と と な る 。 換 言 す れ ば 、 上 述 の 如 く 、 第 １ 横 方 向 切 欠 部 13及 び 第 ２ 横 方 向
切 欠 部 14は 、 そ れ ぞ れ の 柱 部 材 の 側 面 に お い て 凹 と な る 溝 で あ っ て 、 第 １ 柱 部 材 11の 側 面
と 第 ２ 柱 部 材 12の 側 面 と が 組 み 合 わ さ れ て １ 本 の 柱 10が 形 成 さ れ る 際 、 第 １ 横 方 向 切 欠 部
13と 第 ２ 横 方 向 切 欠 部 14と に よ っ て 柱 10を 横 方 向 に 貫 通 す る 貫 通 孔 15が 形 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 貫 通 孔 15の 断 面 形 状 と 第 １ 梁 20の 断 面 形 状 と は ほ ぼ 同 一 と な っ て お り 、 さ ら に 、 貫 通 孔
15の 内 径 は 、 第 １ 梁 20の 外 径 と ほ ぼ 等 し く な っ て い る 。 す な わ ち 、 貫 通 孔 15の 高 さ 及 び 第
１ 梁 20の 高 さ が ほ ぼ 等 し く 、 貫 通 孔 15の 幅 及 び 第 １ 梁 20の 幅 も ほ ぼ 等 し い も の と な っ て い
る 。 （ 図 ３ 及 び 図 ５ 参 照 ）
　 ま た 、 第 １ 柱 部 材 11の 、 第 １ 横 方 向 切 欠 部 13と は 反 対 側 の 側 面 で あ っ て 、 ２ つ の 第 ２ 梁
30の 間 に 相 当 す る 位 置 に は 、 嵌 合 穴 36と し て の 第 １ 嵌 合 穴 37が 設 け ら れ て い る 。 さ ら に 、
第 ２ 柱 部 材 12の 、 第 ２ 横 方 向 切 欠 部 14と は 反 対 側 の 側 面 で あ っ て 、 ２ つ の 第 ２ 梁 30の 間 に
相 当 す る 位 置 に は 、 嵌 合 穴 36と し て の 第 ２ 嵌 合 穴 38が 設 け ら れ て い る （ 図 ４ 及 び 図 ５ 参 照
） 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 ま た 、 嵌 合 穴 36の 断 面 形 状 と 第 ３ 梁 50の 断 面 形 状 は ほ ぼ 同 一 と な っ て お り 、 さ ら に 、 嵌
合 穴 36の 内 径 は 、 第 ３ 梁 50の 外 径 と ほ ぼ 等 し く な っ て い る 。 す な わ ち 、 嵌 合 穴 36の 高 さ 及
び 第 ３ 梁 50の 高 さ が ほ ぼ 等 し く 、 嵌 合 穴 36の 幅 及 び 第 ３ 梁 50の 幅 も ほ ぼ 等 し い も の と な っ

10

20

30

40

50

(6) JP 2005-307516 A 2005.11.4



て い る 。 よ り 具 体 的 に は 、 第 １ 嵌 合 穴 37の 内 径 は 、 第 ３ 梁 50の 外 径 と ほ ぼ 等 し く な っ て い
る 。 ま た 、 第 ２ 嵌 合 穴 38の 内 径 は 、 第 ３ 梁 50の 外 径 と ほ ぼ 等 し く な っ て い る 。 す な わ ち 、
第 １ 嵌 合 穴 37の 高 さ 及 び 第 ３ 梁 50の 高 さ が ほ ぼ 等 し く 、 第 １ 嵌 合 穴 37の 幅 及 び 第 ３ 梁 50の
幅 も ほ ぼ 等 し い も の と な っ て い る 。 ま た 、 第 ２ 嵌 合 穴 38の 高 さ 及 び 第 ３ 梁 50の 高 さ が ほ ぼ
等 し く 、 第 ２ 嵌 合 穴 38の 幅 及 び 第 ３ 梁 50の 幅 も ほ ぼ 等 し い も の と な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 （ 梁 ）
　 上 述 の 如 く 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に 係 る 軸 組 構 造 に お い て は 、 図 １ 、 図 ４ 、 図 ５ に 示 す
よ う に 梁 と し て 、 第 １ 梁 20、 ２ つ の 第 ２ 梁 30及 び ２ つ の 第 ３ 梁 50を 備 え る 。 各 梁 は 角 材 と
な っ て い る 。
　 第 １ 梁 20は 、 上 述 の 如 く 、 柱 10に 形 成 さ れ る 貫 通 孔 15を 通 さ れ て 支 持 さ れ る （ 図 ２ 及 び
図 ５ 参 照 ） 。
　 こ こ で 、 柱 10の 右 方 に 備 え ら れ る 第 ２ 梁 30を 右 側 第 ２ 梁 31と し 、 柱 10の 左 方 に 備 え ら れ
る 第 ２ 梁 30を 左 側 第 ２ 梁 32と す る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 ま た 、 各 第 ２ 梁 30の 柱 10側 の 側 面 に は 、 そ れ ぞ れ 、 当 該 側 面 の 上 端 か ら 下 端 ま で 至 る 、
縦 方 向 切 欠 部 33が 設 け ら れ る 。 す な わ ち 、 右 側 第 ２ 梁 31の 柱 10側 の 側 面 に 、 当 該 側 面 の 上
端 か ら 下 端 ま で 至 る 、 縦 方 向 切 欠 部 33と し て の 右 側 縦 方 向 切 欠 部 35が 設 け ら れ て い る 。 さ
ら に 、 左 側 第 ２ 梁 32の 柱 10側 の 側 面 に 、 当 該 側 面 の 上 端 か ら 下 端 ま で 至 る 、 縦 方 向 切 欠 部
33と し て の 左 側 縦 方 向 切 欠 部 34が 設 け ら れ て い る 。
　 当 該 縦 方 向 切 欠 部 33は 、 前 記 第 ２ 梁 30の 側 面 を 、 そ の 上 端 か ら 下 端 ま で 切 削 し て 形 成 さ
れ た 凹 部 で あ り 、 柱 10と 嵌 合 す る も の と な っ て い る 。 よ り 具 体 的 に は 、 右 側 縦 方 向 切 欠 部
35は 、 右 側 第 ２ 梁 31の 側 面 を 、 そ の 上 端 か ら 下 端 ま で 切 削 し て 形 成 さ れ た 凹 部 で あ り 、 柱
10と 嵌 合 す る も の と な っ て い る 。 ま た 、 左 側 縦 方 向 切 欠 部 34は 、 左 側 第 ２ 梁 32の 側 面 を 、
そ の 上 端 か ら 下 端 ま で 切 削 し て 形 成 さ れ た 凹 部 で あ り 、 柱 10と 嵌 合 す る も の と な っ て い る
。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 上 述 の 如 く 、 当 該 縦 方 向 切 欠 部 33が 柱 10と 嵌 合 す る こ と が で き る た め に 、 縦 方 向 切 欠 部
33の 幅 が 柱 10の 各 第 ２ 梁 30側 の 側 面 の 幅 と ほ ぼ 等 し く な っ て い る 。 よ り 具 体 的 に は 、 右 側
縦 方 向 切 欠 部 35が 柱 10の 右 側 に お い て 柱 10と 嵌 合 す る こ と が で き る た め に 、 右 側 縦 方 向 切
欠 部 35の 幅 が 柱 10の 右 側 第 ２ 梁 31側 の 側 面 の 幅 と ほ ぼ 等 し く な っ て い る 。 ま た 、 左 側 縦 方
向 切 欠 部 34が 柱 10の 左 側 に お い て 柱 10と 嵌 合 す る こ と が で き る た め に 、 左 側 縦 方 向 切 欠 部
34の 幅 が 柱 10の 左 側 第 ２ 梁 32側 の 側 面 の 幅 と ほ ぼ 等 し く な っ て い る 。
　 ま た こ こ で 、 第 １ 柱 部 材 11側 に 備 え ら れ る 第 ３ 梁 50を 後 側 第 ３ 梁 52と し 、 第 ２ 柱 部 材 12
側 に 備 え ら れ る 第 ３ 梁 50を 前 側 第 ３ 梁 51と す る （ 図 １ 及 び 図 ２ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 （ 柱 10と 梁 と の 組 み 上 げ ）
　 上 述 の 如 く 、 柱 10の 上 部 に は 、 第 １ 横 方 向 切 欠 部 13と 第 ２ 横 方 向 切 欠 部 14と か ら な る 貫
通 孔 15が 形 成 さ れ て お り 、 第 １ 梁 20は 、 こ の 貫 通 孔 15に 通 さ れ て 、 柱 10と 直 交 す る よ う に
支 持 さ れ る こ と と な る （ 図 ４ 及 び 図 ５ 参 照 ） 。
　 ま た 、 ２ つ の 第 ２ 梁 30は 、 柱 10及 び 第 １ 梁 20と 直 交 し 、 か つ 、 柱 10を 両 側 か ら 挟 み 込 む
よ う に 第 １ 梁 20の 上 に 載 せ ら れ て 、 第 １ 梁 20に 支 持 さ れ る 。 よ り 具 体 的 に は 、 右 側 第 ２ 梁
31は 、 柱 10及 び 第 １ 梁 20と 直 交 し 、 第 １ 梁 20の 上 に 載 せ ら れ て 、 第 １ 梁 20に 支 持 さ れ る 。
ま た 、 左 側 第 ２ 梁 32は 、 柱 10及 び 第 １ 梁 20と 直 交 し 、 第 １ 梁 20の 上 に 載 せ ら れ て 、 第 １ 梁
20に 支 持 さ れ る 。 ま た 、 こ の 際 、 右 側 縦 方 向 切 欠 部 35は 柱 10の 右 側 に お い て 、 柱 10と 嵌 合
す る 。 そ し て 、 左 側 縦 方 向 切 欠 部 34は 柱 10の 左 側 に お い て 、 柱 10と 嵌 合 す る （ 図 １ 及 び 図
２ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 ま た 、 後 側 第 ３ 梁 52は 、 第 １ 柱 部 材 11の 第 １ 横 方 向 切 欠 部 13と は 反 対 側 の 側 面 で あ っ て
、 ２ つ の 第 ２ 梁 30、 す な わ ち 右 側 第 ２ 梁 31及 び 左 側 第 ２ 梁 32の 間 に 相 当 す る 位 置 に 設 け ら
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れ た 第 １ 嵌 合 穴 37に そ の 先 端 付 近 を 差 し 込 ま れ る と と も に 、 右 側 第 ２ 梁 31と 左 側 第 ２ 梁 32
と に よ っ て 挟 み 込 ま れ て い る 。
　 さ ら に 、 前 側 第 ３ 梁 51は 、 第 ２ 柱 部 材 12の 第 ２ 横 方 向 切 欠 部 14と は 反 対 側 の 側 面 で あ っ
て 、 ２ つ の 第 ２ 梁 30、 す な わ ち 右 側 第 ２ 梁 31及 び 左 側 第 ２ 梁 32の 間 に 相 当 す る 位 置 に 設 け
ら れ た 第 ２ 嵌 合 穴 38に そ の 先 端 付 近 を 差 し 込 ま れ る と と も に 、 右 側 第 ２ 梁 31と 左 側 第 ２ 梁
32と に よ っ て 挟 み 込 ま れ て い る （ 図 １ 及 び 図 ２ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 （ 第 ２ 梁 30及 び 第 ３ 梁 50の 固 定 ）
　 左 側 第 ２ 梁 32及 び 右 側 第 ２ 梁 31の 前 側 第 ３ 梁 51側 の 端 部 近 傍 、 並 び に 前 側 第 ３ 梁 51の 柱
10側 の 端 部 近 傍 に は 、 左 側 第 ２ 梁 32か ら 前 側 第 ３ 梁 51を 貫 通 し て 右 側 第 ２ 梁 31ま で 至 る ダ
ボ 穴 60が 上 下 に 所 定 距 離 を お い て ２ つ 設 け ら れ て い る 。
　 そ し て 、 各 ダ ボ 穴 60に 、 棒 状 の 木 製 止 具 で あ る ダ ボ を 圧 入 す る こ と で 、 左 側 第 ２ 梁 32、
前 側 第 ３ 梁 51及 び 右 側 第 ３ 梁 31が 固 定 さ れ る 。
　 な お 、 こ の 左 側 第 ２ 梁 32、 前 側 第 ３ 梁 51及 び 右 側 第 ３ 梁 31は 、 上 述 の よ う に 、 ダ ボ を 用
い て 固 定 す る だ け で な く 、 釘 や ボ ル ト 等 の 止 具 を 使 用 し て 固 定 す る こ と も で き る 。 ま た 、
止 具 を 使 用 す る の で は な く 、 各 梁 の 当 接 面 を 接 着 剤 に よ り 接 着 し て 固 定 す る こ と も で き る
。 ま た 、 左 側 第 ２ 梁 32、 後 側 第 ３ 梁 52及 び 右 側 第 ３ 梁 31の 固 定 、 第 １ 柱 部 材 11と 第 ２ 柱 部
材 12と の 固 定 、 第 １ 柱 部 材 11、 第 １ 梁 20及 び 第 ２ 柱 部 材 12の 固 定 、 第 １ 梁 20と ２ つ の 第 ２
梁 30と の 固 定 、 並 び に 柱 10と ２ つ の 第 ２ 梁 と の 固 定 に つ い て も 、 上 述 の よ う に 、 ダ ボ 、 釘
又 は ボ ル ト 等 の 止 具 や 接 着 剤 を 使 用 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 （ 総 括 ）
　 本 実 施 の 形 態 に 係 る 発 明 に よ り 、 経 済 的 で あ っ て 、 さ ら に 、 十 分 な 荷 重 を 支 持 す る こ と
が で き 、 か つ 、 十 分 な 接 合 強 度 を 得 る こ と が で き る よ う な 軸 組 構 造 を 提 供 す る こ と が で き
る 。 ま た 、 複 数 の 横 架 材 を 継 い で 大 空 間 に 梁 を 張 る 場 合 に お い て も 、 十 分 な 接 合 強 度 を 得
る こ と が で き る よ う な 軸 組 構 造 を 提 供 す る こ と が で き る 。
　 つ ま り 、 第 １ 梁 20は 、 第 １ 柱 部 材 11と 第 ２ 柱 部 材 12と を 組 み 合 わ せ て 形 成 さ れ る 貫 通 孔
15を 通 し て 、 柱 10と 接 合 さ れ る 。 そ の た め 、 ほ ぞ と ほ ぞ 穴 と に よ る 接 合 の よ う に 梁 の 先 端
部 分 を 細 く 削 る 必 要 が な く 、 さ ら に 、 柱 10の 側 面 を 切 り 欠 く 必 要 も な い 。 よ っ て 、 必 要 以
上 に 柱 や 梁 の 径 を 大 き く 設 計 す る こ と な く 、 経 済 的 な 軸 組 構 造 と す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 さ ら に 、 柱 10は 、 同 じ 太 さ の 柱 を 形 成 す る 場 合 、 １ 本 の 太 い 角 材 に よ り 形 成 す る と 値 段
が 高 く な る が 、 ２ 本 の 角 材 を 組 み 合 わ せ て １ 本 の 柱 を 形 成 す る と 、 １ 本 の 太 い 角 材 に よ り
形 成 す る 場 合 よ り も 安 く な る 。 本 発 明 で は 、 柱 は 第 １ 柱 部 材 11と 第 ２ 柱 部 材 12に よ っ て 形
成 し て い る た め 、 経 済 的 な も の と す る こ と が で き る 。
　 ま た 、 ２ つ の 角 材 を 組 み 合 わ せ て １ 本 の 柱 を 形 成 す る 場 合 は 、 こ れ ら が 離 れ や す い と い
う お そ れ が あ る が 、 本 発 明 で は 、 第 １ 柱 部 材 11の 側 面 と 第 ２ 柱 部 材 12の 側 面 と が 組 み 合 わ
さ れ て 、 こ の 部 分 が 第 ２ 梁 の 縦 方 向 切 欠 部 33と 嵌 合 し て い る た め 、 両 柱 部 材 は 離 れ な い も
の と す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 さ ら に 、 上 述 の 如 く 、 梁 は 必 要 以 上 に 太 く す る 必 要 が な い こ と か ら 、 建 物 の 高 さ 方 向 に
無 駄 な 空 間 が 生 じ る の を 防 止 す る こ と が で き る 。
　 さ ら に 、 こ の 軸 組 構 造 に お い て は 、 継 ぎ 手 等 の 金 属 製 治 具 を 使 用 し て い な い た め 、 建 築
法 上 、 一 般 工 法 と し て 扱 わ れ 、 部 品 の 種 類 や 数 が あ ま り 厳 し く 制 限 さ れ な い も の と な る 。
し た が っ て 、 継 ぎ 手 等 の 金 属 製 治 具 を 使 用 す る 場 合 と 比 較 し て 、 経 済 的 な も の と す る こ と
が で き 、 か つ 自 由 度 の 高 い 設 計 や 構 造 建 築 を 実 現 す る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ３ ２ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に 係 る 柱 と 梁 と の 軸 組 構 造 を 示 し た 全 体 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に 係 る 柱 と 梁 と を 組 ん だ 状 態 に お け る 軸 組 構 造 の 上 面 図 で あ
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る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に 係 る 柱 と 梁 と を 組 ん だ 状 態 に お け る 軸 組 構 造 の 側 面 図 で あ
る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に 係 る 柱 と 梁 と を 分 解 し た 状 態 に お け る 軸 組 構 造 を 示 し た 斜
視 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に 係 る 柱 と 第 １ 梁 と を 組 み 上 げ た 状 態 を 示 し た 斜 視 図 で あ る
。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 10　 柱 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11　 第 １ 柱 部 材
　 12　 第 ２ 柱 部 材 　 　 　 　 　 13　 第 １ 横 方 向 切 欠 部
　 14　 第 ２ 横 方 向 切 欠 部 　 　 15　 貫 通 孔
　 20　 第 １ 梁
　 30　 第 ２ 梁 　 　 　 　 　 　 　 31　 右 側 第 ２ 梁
　 32　 左 側 第 ２ 梁 　 　 　 　 　 33　 縦 方 向 切 欠 部
　 34　 左 側 縦 方 向 切 欠 部 　 　 35　 右 側 縦 方 向 切 欠 部
　 36　 嵌 合 穴 　 　 　 　 　 　 　 37　 第 １ 嵌 合 穴
　 38　 第 ２ 嵌 合 穴
　 50　 第 ３ 梁 　 　 　 　 　 　 　 51　 前 側 第 ３ 梁
　 52　 後 側 第 ３ 梁
　 60　 ダ ボ 穴
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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